
 

公  募 

 

 次のとおり九州森林管理局が実施する災害復旧調査業務に係る委託対象者を公募しま

す。 

 

 

1  業 務 名 

    令和８年度 災害復旧調査業務の委託対象者の公募 

 

2  目  的 

 本公募は、山地災害及び施設災害等の災害復旧調査の委託対象者を予め選定してお

き、災害発生時に復旧調査契約を迅速に締結することにより、災害の早期復旧に資する

ことを目的とするものである。 

 

3  参加資格 

（1） 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条及び 71 条の規定に該当 し

ない者であること。 

   なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意    

を得ている者は、第 70 条中、特別な理由がある場合に該当する。 

（2） 令和７・８年度九州森林管理局における一般競争（指名競争）参加資格の「測量  

・建設コンサルタント等」の業種区分「建設コンサルタント」に登録された者である

こと。（「会社更生法」（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続き開始の申立

てがなされている者、又は、「民事再生法」（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再

生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、九州森林

管理局長が別に定める手続きに基づく一般競争（指名競争）参加資格の再確認を受け

ていること。） 

（3）「会社更生法」に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者、又は、「民事

再生法」に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記（2）の再確認を受

けた者を除く。）でないこと。 

（4）「工事請負契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止期間中でない者。 

（5）公募に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 

（6）「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成 19 年 12 月 7 日

付け 19 経第 1314 号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から部局長に対し、

暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水

産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

 

4  必要とする資格又は要件 

（1） 当該業務に関するノウハウ及び実績を有し、かつ、業務目的の達成に必要な組織及

び技術者、人員を有している者。 

（2） 九州森林管理局管内に本店、支店、営業所のいずれかを有し、緊急的な対応が可能

であること。 

(3)  同種業務又は類似業務の実績及び配置可能な技術者並びに予定技術者の経験及び

能力等の全てを有していること。 

5  公募要項の交付期間及び場所 

（1）交付期間 令和８年２月２０日～令和８年３月１３日（９時から１６時まで） 

（2）交付場所 九州森林管理局 経理課 企画係 



※九州森林管理局ホームページからダウンロードできます。 

 

6  公募資料の提出期限及び提出場所 

（1） 提出期限 令和８年３月１３日（金）１６時まで持参又は郵送 

（2） 提出場所 九州森林管理局（森林整備課、治山課）各業務ごとに提出 

 【林地崩壊、治山施設に係る災害】・・・４階 治山課 災害対策指導係長 あて 

  【地すべり災害】・・・・・・・・・・・４階 治山課 災害対策指導係長 あて 

  【海岸防災林に係る災害】・・・・・・・４階 治山課 災害対策指導係長 あて 

  【林道施設に係る災害】・・・・・・・・３階 森林整備課  主査（専門） あて 

                                 

7  照会窓口 

   〒860-0081 熊本県熊本市西区京町本丁２－７ 

      

         九州森林管理局 ３階 森林整備課 主査（専門） 

         TEL：096-328-3682 

 

         九州森林管理局 ４階 治山課 災害対策指導係長 

         TEL：096-328-3632 

 

8  その他 

  災害復旧調査業務の委託契約にあたっては、災害発生の都度、本公募により対象者 

 として選定された者の中から業務計画書及び見積書を徴収し、有利な者と委託契約す 

 る。 

 

 

     令和 ８ 年 ２ 月２０日 

 

 

                   支出負担行為担当官 

                    九州森林管理局長 眞城 英一 

                                                                   

 

 

  ※お知らせ 

 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保 

 持規程（平成１９年農林水産省訓令第２２号）が制定されました。この規程に基 

 づき第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表 

 するなどの綱紀保持対策を実施しています。 

 詳しくは、九州森林管理局のホームページ 

https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html 

  をご覧ください。 

 

https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html

